
知床半島ゾーン 図面番号 1/3

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

②-1

②-2

②-3

②-4

知
床
岬

3.船泊地区1.知床岬地区 2.滝ノ下地区 4.化石浜地区

5.崩浜地区 6.相泊地区

7.
瀬石
地区

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

②-5

②-6

②-7

消

消

消

消

消
消

羅臼海岸

知床半島ゾーン

所管

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

知床半島ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

相泊漁港

Ａ
Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ

接
合
線

S=1:50,000

護
②-10

護 護
②-11 ②-12

護
②-13

護
②-14

護
②-15

護
②-16

②-17

護

②-18

護

護
②-19

護

②-20

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

護

消



知床半島ゾーン 図面番号 2/3

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

13.共栄町地区
15.礼文
町地区

9.北浜地区

12.海岸町地区 14.羅臼地区

羅臼海岸

11.オッカバケ地区10.岬町地区

8.昆布浜地区

消

消

消
消

消

消

消

消

消

護

護

知床半島ゾーン

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

知床半島ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

知円別漁港

オッカバケ漁港

羅臼漁港

7.瀬石地区

②-8

②-9

①-1

①-2

①-3

①-5

①-6

①-7

①-8

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

接
合
線

接
合
線

S=1:50,000

護
護

護

消
①-4

護

護

護

突

所管

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

②-7

消

突

突



知床半島ゾーン 図面番号 3/3

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

羅
臼
町
・
標
津
町
界

17.知昭町地区

18.八木浜町地区

19.於尋麻布地区

21.春日町地区 22.幌萌町地区 23.峯浜町地区 24.崎無異地区

①-8

①-9 ①-10

①-11

①-12
①-13

①-14

①-15

①-16 ①-18①-17 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

消

消

消

消
消

消

消

消 消

護

護

護

護 護 護

突

突

突

突

突

突

15.礼文町地区

20.麻布町地区

羅臼海岸 標津海岸

知床半島ゾーン

所管 16.松法町地区

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

知床半島ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

松法漁港

於尋麻布漁港

峯浜漁港
②-1

消護

潜

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

接
合
線

S=1:50,000

接
合
線

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

野付風蓮ゾーン

護

護

護

護

護 所管

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

突



野付風蓮ゾーン 図面番号 1/6

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

羅
臼
町
・
標
津
町
界

崎無異港

薫別漁港

26.古多糠地区25. 薫別地区 27.忠類地区

標津海岸

24.崎無異地区

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

②-1

②-3

②-2

②-4

②-5

消護

消護 潜

消

潜

護

潜

消 堤

野付風蓮ゾーン

所管

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

忠類港

接
合
線

接
合
線

S=1:50,000

護

②-16

護

護
②-17

護

②-18

護
②-19

護
②-20

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

消

護 突



野付風蓮ゾーン 図面番号 2/6

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

Ａ
Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ｅ

Ａ
Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ｅ

28.伊茶仁地区

32.尾岱沼地区

尾岱沼漁港

29.標津地区

別海海岸

②-6

②-14 ②-15

②-7

②-8

①-1

消 堤

潜

潜

離

護

浜

突

潜

潜

突

消

護

護

潜

離

護

標津海岸

所管

所管

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

27.忠類地区

接
合
線

接
合
線S=1:50,000

②-9

潜

突 消

接
合
線

②-21

護

野付風蓮ゾーン

②-22

護

①-6

護

①-7

護

①-8

護

①-9

護

①-1

護

護

護

突

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

突

消

浜

離

×



野付風蓮ゾーン 図面番号 3/6

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

30.茶志骨地区 31.野付地区

別海海岸

別海海岸

Ａ
Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ｅ

Ａ
Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ｅ

ＡＢＤＣＥ

②-9 ②-10

①-1

②-11

突 消潜 消 突

護

堤

標津海岸

野付風連ゾーン

所管

接
合
線

護 護

護
②-22

護
①-6

護

①-7

護
①-8

①-9

護

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

S=1:50,000



野付風蓮ゾーン 図面番号 4/6

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×
国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

Ａ

Ｄ

Ｂ
Ｃ

Ｅ

Ａ

Ｄ

Ｂ
Ｃ

Ｅ

33.床丹地区

床丹漁港

別海海岸

①-2

①-3

③-1

③-2

③-3

②-12

護

護

離

消 突

突離

突

消

離 護

離

消 突 堤

野付風蓮ゾーン

所管

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

32.尾岱沼地区

接
合
線

S=1:50,000

①-3

護

護

護

護

①-10

×
×

×

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」



野付風蓮ゾーン 図面番号 5/6

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

①-4

②

突

消

堤
堤

離

護

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域 S=1:50,000

護

②-23
-13

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」



野付風蓮ゾーン 図面番号 6/6

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

幌茂尻漁港
（温根沼）

根室海岸

①-4

③-4

②-12

③-5

①-5

突

消

堤

離

護

消

護

護

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

野付風蓮ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

所管

S=1:50,000

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

②-13

堤 護
②-23

護
①-11

護
①-12

①-13
護

①-14

護

護
①-10

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

護

消

消消



根室半島ゾーン 図面番号 1/2

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×
国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

ト
フ
ケ
ナ
イ
岬

①-1

①-3
①-4

①-2

49.牧の内地区

46.西浜町地区

47.岬町地区45.穂香地区

44.幌茂尻地区43.温根沼地区

幌茂尻
（幌茂尻地区）
漁港

根室海岸

48.根室港地区

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

護

護

護
護

根室半島ゾーン

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

根室半島ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

根室港

幌茂尻(温根沼地区)漁港

所管

接
合
線

接
合
線

S=1:50,000

野付風蓮ゾーン

①-10

護

①-11

護
①-12

護

①-13

護

①-14

護

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

護

突

消

消



根室半島ゾーン 図面番号 2/2

国土交通省港湾局

農林水産省水産庁

農林水産省農村振興局

所 管

赤 色

水 色

紫 色

緑 色

国土交通省水管理・国土保全局

①-3

①-5

①-4

①-8

①-7

①-6

①-9

納
沙
布
岬

Ａ

Ｃ
Ｄ
Ｅ

Ｂ

51.温根元地区 52.納沙布地区49.牧の内地区 50.豊里地区

トーサムポロ漁港

根室海岸

歯舞（温根元地区）漁港

護

護

護

護

護

護
離

根室半島ゾーン

人と海とが触れあえる良好な海岸環境づくりが必要な地域

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ 都市圏と隣接した北海道を代表する海辺の観光交流ゾーン

根室半島ゾーン

砂浜及びその背後の自然を保護しつつ人との共生が必要な地域

恵まれた沿岸の自然環境と豊富な農水産品を資源とした海岸利用地域

海岸景観と豊かな自然環境の保全が必要な地域

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

所管

接
合
線

S=1:50,000

①-15

護

①-16

護

①-17

護

凡 例

防

護

環境

利用

海岸保全施設を新設しようとする区域

海岸保全施設を改良しようとする区域

海岸保全施設の存する区域

堤防（緩傾斜堤防を含む）

護岸（緩傾斜護岸を含む）

胸壁

突堤（ヘッドランドを含む）

離岸堤

潜堤・人工リーフ

消波堤

高潮・津波防波堤

砂浜（海岸管理者が指定するものに限る）

樹林（海岸管理者が指定するものに限る）

水門（樋門、陸閘、閘門、排水機場を含む）

新設又は改良による受益の地域
（想定浸水区域・想定侵食区域）

環境に配慮すべき区域

利用に配慮すべき区域

堤

護

壁

突

離

潜

消

防

砂

樹

×

①-18

護

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 6JHs 557」

消
護

消

消
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